
【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費

(単位：千円)

うち、社会保障財源化
分対象経費

国県
支出金

市債 その他 一般財源
うち、地方消費税交付
金（社会保障財源化分）

社会福祉 3,735,550 1,978,052 970,977 0 110,015 897,060 179,929

障害者福祉費 1,417,947 140,428 64,807 0 5,759 69,862 14,013

児童福祉費 1,797,200 1,560,980 770,309 0 78,922 711,749 142,760

老人福祉費 184,945 89,254 209 0 25,306 63,739 12,784

生活保護費 335,458 187,390 135,652 0 28 51,710 10,372

社会保険 1,151,043 1,150,855 239,707 0 20,829 890,319 178,577

国民健康保険 236,527 236,527 112,885 0 0 123,642 24,800

介護保険 667,022 666,834 24,756 0 0 642,078 128,786

後期高齢者医療 161,381 161,381 102,066 0 20,829 38,486 7,719

共済負担金 86,113 86,113 0 0 0 86,113 17,272

保健衛生 275,657 242,244 0 0 121,993 120,251 24,119

健康づくり推進事業費 134,701 113,508 0 0 96,693 16,815 3,372

医療対策費 140,956 128,736 0 0 25,300 103,436 20,747

　　　合　　計 5,162,250 3,371,151 1,210,684 0 252,837 1,907,630 382,625

区分
令和6年度
決算額

特定財源

地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てた社会保障施策に要する経費について

　平成26年4月から消費税（国・地方）が5％から8％に、令和元年10月から8％が10％に引き上げになりました。引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分は

全額、社会保障施策に充てるものとされています。

　令和6年度安芸高田市に交付された社会保障財源化分の地方消費税交付金の使途は、つぎのようになっています。

382,625千円

3,371,151千円

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 財源内訳


